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１ 法令違憲と処分違憲 
訴訟で憲法違反の主張をするときに原告としては、 
①法令が人権を不当に制約していることを理由として、当該法令の違憲を主張する場合、 
②行政庁等の処分が人権を不当に制約していることを理由として、当該処分の違憲を主張す

る場合がある。 
 
今回は①の法令違憲を扱います！ 
法令違憲の主張に対して裁判所は、立法事実を検証して、立法の必要性・合理性を審査する。 
立法事実とは、規制の必要性や合理性を支える社会的事実をいう。 
 
民法第２回「心裡留保」解説時に使用した内容↓ 

法的三段論法は、一般的に、事実認定によって確定された具体的事実を小前提、その具
体的事実に適用されるべき法規範を大前提として、小前提を大前提にあてはめ、結論を導
き出す法的判断の正当化プロセスといわれている。 

①表意者が効果意思と異なる意思表示をすること 

②表意者が意思表示の当時、効果意思と異なることを知っていたこと 

否定！！ 
 

大前提・・・・・・・・・・・・・・・・・・要件①②――――――→上記効果 

小前提・・売る気が無いのに、売ると言った→要件①②充足 

結 論・・売る気が無いのに、売ると言った―――――――――――――→上記効果発生 

 
２ 法令違憲の種類 

民法第 93 条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 

２ 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 

 

憲法第 81 条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかし
ないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 
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（１）立法事実に基づく審査（薬事法事件や森林法事件など） 
 処分根拠となっている法律の立法目的及び立法目的を達成する規制手段の合理性を、立法

事実の検証を通じて審査する。 
 ※司法事実（当該事件における具体的事実）に基づく審査を行ってはならない。 
 
薬事法事件 
広島県の条例で定められた薬局間の距離を最低１００メートル確保する適正配置規定が、
憲法２２条１項に適合するか問題 
最高裁は、規制目的・権利の内容性質 ・制限の程度等を比較衡量する視点から、規制の必要
性と合理性を立法事実に照らして厳格に審査し、不良医療品の供給の防止等の目的のため、
必要かつ合理的な規制を定めていないから違憲 
 
（２）文面審査 
 立法事実を特に論証せず、法律の文面を検討するだけで結論を導く審査方法 
 ある法文の検閲該当性、明確性の原則や、過度に広範ゆえに無効など 
 
 合憲限定解釈（ある法令の複数の解釈が可能である場合、憲法に適合するように裁判所が

解釈する）ができない限り、文面上無効となる。 
 
過度広範の例として、広島市暴走族追放条例事件 
広島市が暴走族の暴走行為を規制する目的で条例を制定した。 
条例は、「暴走族」の定義につき「暴走行為をすることを目的として結成された集団又は公
共の場所において、公衆に不安若しくは恐怖を覚えさせるような特異な服装若しくは集団
名を表示した服装で、い集、集会若しくは示威行為を行う集団」と定義 
被告人は、暴走族の定義が広すぎるため、憲法保障内の集会の自由まで規制されているとし
て、条例が過度広範ゆえ無効（憲法２１条１項、３１条）と主張 
↓ 
合憲限定解釈により「暴走族」を条例全体からの趣旨、条例施行規則の規定を総合し、「本
来的な意味における暴走族」と「社会通念上これと同視することができる集団」に限定でき
るとして、条例の合憲性を維持した。 
 
 
 
 
 
 


